
入間東部地区事務組合告示第２号  

 行政財産の貸付けを制限付一般競争入札により行うので、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の６の規定によ

り、次のとおり公告する。 

  令和８年１月５日 

 

入間東部地区事務組合管理者 星 野 光 弘      

 

 本組合では、行政財産の有効活用を図り、自主財源の確保並びに公共サービス

及び職員の福利厚生の向上を目的として、組合施設内に設置する飲料水等の自動

販売機（以下「自動販売機」という。）の設置事業者を次のとおり募集し、一般

競争入札により決定する。 

１ 入札対象 

 (1) 件名 

   入間東部地区事務組合施設内自動販売機設置場所の貸付け 

 (2) 貸付場所 

   自動販売機設置場所貸付けに係る仕様書（以下「仕様書」という。）に示

すとおりとする。 

 (3) 貸付期間 

   令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで（３年間） 

 (4) 条件等 

   一般競争入札による入間東部地区事務組合施設内自動販売機設置事業者募

集要項（以下「募集要項」という。）及び仕様書に示すとおりとする。 

 (5) 根拠 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２３８条

の４第２項第４号の規定による自動販売機を設置するための貸付けとする。 

２ 入札に参加できる者の資格等 

  入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

 (1) 法人にあっては埼玉県内に本店、支店又は営業所を有していることとし、

法人格を持たない団体及び個人にあっては富士見市、ふじみ野市又は三芳町

内で事業を営んでいること。 

 (2) 自動販売機の設置業務において、自ら管理及び運営する実績を３年以上有

すること。 

 (3) 国又は地方公共団体（地方職員共済組合等を含む。）と種類及び規模をほ

ぼ同じくする契約を過去２年間に数回（数か所）以上において、全て誠実に

履行していること。 

 (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号

）第２条第２号に規定する暴力団及び第２条第６号に規定する暴力団員が経



営に実質的に関与していると認められる者でないこと。 

 (5) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第

１４７号）に定める処分の対象となっている団体及び構成員でないこと。 

 (6) 県税及び市（町）税を滞納していないこと。 

 (7) 政令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

 (8) 破産法（平成１６年法律第７５号）の定めるところによる破産手続開始の

申立てをしていない者であること、会社更生法（平成１４年法律第１５４号

）の定めるところによる更生手続開始の申立てをしていない者であること及

び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の定めるところによる再生手続

開始の申立てをしていない者であること。 

 (9) 極めて悪質な談合・独占禁止法違反行為により組合構成市町（富士見市・

ふじみ野市・三芳町）の競争入札参加資格を抹消された者については、当該

抹消の日から２年を経過していること。 

 (10) 入間東部地区事務組合の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成３

０年告示第７号）に定める入札参加停止の措置及び入間東部地区事務組合の

契約に係る暴力団排除措置要綱（平成３０年告示第２２号）に定める入札参

加除外の措置を受けていない者であること。 

３ 入札参加申込書等の提出 

 (1) 提出書類 

   入札参加を希望する者は、提出期間内に入札参加資格申請書（様式第１号

）のほか、募集要項４(3)に定める必要書類を組合に提出しなければならな

い。 

   なお、提出期間内に提出しない者は、本件入札に参加することができない。 

 (2) 提出期間 

   令和８年１月５日（月）から１月３０日（金）までの午前９時から午後５

時までの間（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

 (3) 提出方法 

   持参による提出とし、郵送、電子メール又はファクシミリによる提出は認

めない。 

   なお、提出時において、事前に電話で持参する日時を組合に伝えること。 

 (4) 提出場所 

   入間東部地区事務組合事務局総務課 

   埼玉県ふじみ野市大井中央一丁目１番１９号 

   電話番号 ０４９－２６１－４８９１（直通） 

４ 質問方法等 

 (1) 質問方法 

   本件に関する質問は、令和８年１月５日（月）から１月１６日（金）正午

までに質問書（様式第５号）により、原則として電子メール又はファクシミ



リで提出すること。 

   なお、現場説明会は開催しない。ただし、現場確認を必要とする場合は、

電話連絡により日時を決定し、質問期間内に限り実施することができる。 

(2) 質問書提出先 

ア 募集要項に関すること 

入間東部地区事務組合事務局総務課 

    電子メールアドレス jimukyoku@irumatohbu119.jp 

    ファクシミリ番号 ０４９－２６１－４３９５ 

  イ 仕様書に関すること 

入間東部地区事務組合消防総務課 

    電子メールアドレス shobo@irumatohbu119.jp 

    ファクシミリ番号 ０４９－２６１－４３９５ 

 (3) 回答方法 

   質問の回答は、原則として質問者に対し電子メール又はファクシミリで個

別に回答するものとするが、全ての入札参加希望者に共通する質問の回答は、

組合において取りまとめた上、令和８年１月２３日（金）までに組合ホーム

ページにおいて掲載するものとする。 

５ 入札方法等 

 (1) 設置予定事業者の決定 

   入札参加資格要件を満たし、必要書類が適正に提出された者のうち、入札

金額が予定価格以上で、かつ、最も高い金額を提示した者を落札者（以下

「設置予定事業者」という。）とする。 

   なお、２者以上が設置予定事業者となるべき同額の入札をした場合は、く

じにより決定する。この場合において、当該入札者は、くじを引くことを辞

退することができない。 

 (2) 入札日時及び場所 

  ア 日時 令和８年２月１０日（火）午前１０時３０分から 

  イ 場所 入間東部地区事務組合会議室（３階） 

       埼玉県ふじみ野市大井中央一丁目１番１９号 

 (3) 入札方法 

  ア 入札書（様式第３号）は、入札用封筒に封入の上で割り印し、封筒表面

に件名等の必要事項を記載すること。 

  イ 入札は、物件ごとに実施する。 

  ウ １つの施設に複数台自動販売機を設置する施設（消防本部・西消防署及

び東消防署）については、１事業者１台までの設置とする。同一施設にお

いて複数台申し込みをしたとしても、設置予定業者となった時点で同一施

設における以降の入札参加資格を失うものとする。 

  エ 入札回数は１回とし、再度の入札は行わない。 
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  オ 都合により入札を辞退する場合は、入札参加辞退届（様式第６号）を入

札執行日２日前までに組合に提出すること。 

    なお、入札参加辞退届は、郵送での提出を可能とするが、期日までの必

着とする。 

 (4) 入札保証金 

   入間東部地区事務組合契約規則（平成３０年規則第４５号。以下「規則」

という。）第７条第１項第４号の規定により免除とする。 

 (5) 入札書に記載する金額 

   入札書に記載する金額は、年額とし、当該年額の１１０分の１００に相当

する金額（消費税及び地方消費税相当額を控除した金額）を記載すること。 

   なお、賃貸借契約額については、入札書に記載された年額に１００分の１

０に相当する額（消費税及び地方消費税相当額）を加算した金額（当該年額

に１円未満の端数がある場合は、その端数を控除した金額）を当該契約額と

する。 

 (6) 入札参加者の証明 

  ア 入札参加者が本人の場合は、名刺を提出する。 

  イ 入札参加者が代理人の場合は、委任状（様式第４号）を提出する。 

６ 失格に関する事項 

  入札参加者が次の各号のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

 (1) 入札開始時間において、入札会場に本人又は代理人が不在のとき。 

 (2) 入札書に記載された金額が、予定価格未満の金額であったとき。 

７ 無効な入札等 

 (1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア 入札に参加する資格のない者によるもの 

  イ 委任状の提出がない代理人によるもの 

  ウ 不正行為によるもの 

  エ 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字が誤脱し、又は不明確な

もの 

  オ 入札書の記名押印を欠くもの 

  カ 入札書の金額を訂正したもの 

  キ 入札執行職員の指示に従わないなど、入札会場の秩序を乱した者による

もの 

 (2) その他 

   提出した書類は、提出期限の経過後は書き換え、差し替え又は撤回をする

ことができない。 

８ 契約 

 (1) 設置予定事業者は、令和８年２月２７日（金）までに、契約書を記名押印

の上で組合に提出し、賃貸借契約を締結するものとする。 



   なお、設置期間は貸付期間とし、契約日から設置日までは準備期間とする。 

 (2) 契約保証金は、規則第２５条第３号の規定により免除とする。 

９ 設置予定事業者の公表について 

  設置予定事業者と契約を締結したときは、次に掲げる事項を組合ホームペー

ジに掲載するものとする。 

 (1) 公募自動販売機数 

 (2) 公募参加者数 

 (3) 設置事業者との契約締結日 

 (4) 設置事業者名 

 (5) 入札結果 

１０ 設置予定事業者の決定の取消し等 

 (1) 設置予定事業者が次のいずれかに該当する場合は、当該設置予定事業者と

しての決定を取り消すものとする。 

  ア 上記８(1)に示す期日までに契約書が組合に提出されなかったとき。 

  イ 提出書類の内容に虚偽があったとき。 

  ウ 上記２に規定する資格を失ったとき。 

  エ 著しく社会的信用を失う行為等により設置予定事業者として相応しくな

いと組合が判断したとき。 

 (2) 上記(1)により設置予定事業者の決定を取り消したとき、及び設置予定事

業者が契約を締結しないときは、入札において次点であった者（予定価格以

上の者に限る。）と随意契約交渉を行うものとする。 

１１ その他 

 (1) この公告に定めのない事項は、法、政令及び規則の定めるところによる。 

 (2) 提出書類に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置及び現に受けている行

政財産使用許可の取消しを行うことがある。 

 


